
 

◆風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正概要（風営法第２条第１項各号（風俗営業）の対象図） 
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図 ２ 

≪改正前≫                                         ≪改正後≫ 
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１号営業 

キャバレーなど 

（ダンス＋接待＋飲食） 

２号営業 

キャバクラなど 

（ダンス＋遊興か飲食） 

３号営業※ 

ナイトクラブなど 

（ダンス＋飲食） 

４号営業※ 

ダンスホールなど 

（ダンス） 

８号営業 

スロットマシーン、テレビゲーム機 

（客席の照度１０ルクス以下） 

７号営業 

まあじゃん屋、ぱちんこ屋など 

（射幸心をそそる遊技） 

６号営業 

喫茶店、バーなど 

（客席の広さ５㎡以下） 

５号営業 

喫茶店、バーなど 

（客席の照度１０ルクス以下） 
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新１号営業 

キャバレー、キャバクラなど 

（接待＋遊興か飲食） 

新２号営業 

低照度飲食店 

（旧５号営業） 

３号営業 

喫茶店、バーなど 

（客席の広さ５㎡以下） 

４号営業 

まあじゃん屋、ぱちんこ屋など 

（射幸心をそそる遊技） 

５号営業 

スロットマシーン、テレビゲーム機 

（客席の照度１０ルクス以下） 

風俗営業対象外 

風営法の規制対象から除外 

 

風俗営業対象外 

特定遊興飲食店営業 

（１１項営業） 
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※今回改正される、客にダンスをさせる営業に係る規制範囲の内容 

≪改正の理由≫ 

 これまで、ナイトクラブ及びダンスホールは風営法上の風俗営業に該当し、種々の規制を受けてきたところであるが、ダンスをめぐる国民の意識の変化や風紀上の問題が生じ

る恐れが少なくなったことを踏まえ規制の緩和が図られることとなった。 

①客にダンスをさせ、かつ、客の接待をし

て客に飲食をさせる営業（キャバレー等） 

②客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさ

せる営業（クラブ、踊れるレストラン等） 

③客にダンスをさせる営業 

（ダンスホール等） 

【低照度でなく、深夜まで営業するもの（酒類の提供を伴うものに限る。）】 

⇒ 特定遊興飲食店営業として規制。都道府県公安委員会の許可が必要。 

【低照度でなく、深夜に営業しないもの】、【低照度でなく、酒類の提供を伴わないもの】 

⇒ 飲食店営業として規制 

風営法の規制から除外 

【接待をするもの】又は【低照度のもの】 ⇒ 引き続き風俗営業として規制 

建
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